
転出証明書交付申請書 （郵送申請用） 
高鍋町長 様                                           令和   年   月   日 

 

以下の１、２いずれかにチェックしてください。 
□１．マイナンバーカードを使った転出…転出証明書情報は住基ネットで送信されます。 

                           転入届のときはマイナンバーカードを必ず持参してください。 
 
□２．通常の転出…紙の転出証明書を交付します（返信用封筒を同封してください）。 

              転入届のときは転出証明書を必ず持参してください。 
 

旧住所 高鍋町大字 旧世帯主  

新住所  新世帯主  

本 籍  筆頭者 
※戸籍のはじめに書かれている方 

 

●異動する人を全員記載してください。 

転出する（した）年月日 令和    年    月    日 ※転出の２週間前から届出可能です。 

 氏       名 生 年 月 日 性別 
世帯主から 

みた続柄 

1  
大 ・ 昭 

平 ・ 令 
年   月   日 男 ・ 女  

2  
大 ・ 昭 

平 ・ 令 
年   月   日 男 ・ 女  

3  
大 ・ 昭 

平 ・ 令 
年   月   日 男 ・ 女  

4  
大 ・ 昭 

平 ・ 令 
年   月   日 男 ・ 女  

5  
大 ・ 昭 

平 ・ 令 
年   月   日 男 ・ 女  

 

●請求者（送付先） 
※本人申請の場合は、新住所へ転出証明書を送付します（マイナンバーカードを使わない転出のとき）。 

住  所  

氏  名 （署名または記名押印） 

生年月日 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令     年    月    日 

電話番号 ※昼間連絡のとれる電話番号をお願いします。 

 

【同封するもの】 

○請求者の本人確認書類のコピー（マイナンバーカード、免許証、保険証等） 

○返信用封筒（宛名・住所を記入、切手貼り付け）※マイナンバーカードを使った転出の方は不要です。 

○国民健康保険資格確認証（お持ちの方のみ）  

  ※国保の資格確認証は、住民票がある市区町村で発行するため、当町の資格確認証は回収いたします。 

○委任状（別世帯の代理人が申請する場合のみ必要です） 

 

【送付先及びお問い合わせ 】 

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７番地 

高鍋町役場 町民生活課 戸籍住民・年金係 電話 0983-26-2006  



転出証明書交付申請書（郵送申請用）について 
 

下記の要領で、高鍋町役場に郵便で申請してください。 

 

 ①転出証明書交付申請書（郵送申請用） 
「転出証明書交付申請書（郵送申請用）」に必要事項を記入してください。 

 

 ②返信用封筒 ※マイナンバーカードを使った転出の方は不要です。 
封筒には、請求者の住所・氏名を記入し、必ず切手を貼ってください。 

お急ぎの場合は、速達郵便（普通料金+速達料金）で申請してください。 
 

 ③本人確認書類 
請求者の本人確認書類（マイナンバーカード、免許証等）のコピーを同封してください。 

 

 ④国民健康保険資格確認証 （該当する方のみ） 
高鍋町発行の国民健康保険資格確認証をお持ちの方は、国民健康保資格確認証を同封し

てください。 

 

 ⑤委任状 （該当する方のみ） 
代理人が申請する場合は、委任する本人が自署した委任状を同封してください。 

なお、同じ住所であっても、別世帯の方は代理人となり委任状が必要です。 
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④ 
高鍋町発行の 

国保の資格確認証 
【該当者のみ】 

⑤ 
 

委任状 
【該当者のみ】 


